
議員提案第８２号 

 

 

新潟市議会委員会条例の一部改正について  

 

 

新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

 

  平成２７年３月２０日提出 

 

    新潟市議会議員             遠 藤  哲 

同                本 図 良 雄 

        同                古 泉 幸 一 

同                皆 川 英 二 

同                梅 山  修 

        同                青 野 寛 一 

        同                五 十 嵐 完 二 

        同                風 間 ル ミ 子 

        同                加 藤 大 弥 

        同                山 際  務 

        同                串 田 修 平 

同                小 山  進 

        同                水 澤  仁 



新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 

 新潟市議会委員会条例（昭和４３年新潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条中「，教育委員会の委員長」を「，教育委員会の教育長」に改める。 

附 則 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

 


